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○

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
・
法
務
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
特
別
口
座
開
設
等
請
求
が
で
き
る
場
合
）

（
特
別
口
座
開
設
等
請
求
が
で
き
る
場
合
）

第
十
八
条

法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は

第
十
八
条

法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
取
得
者
等
が
、
株
券
発
行
会
社
（
会
社
法
第

二

法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
取
得
者
等
が
、
株
券
発
行
会
社
（
会
社
法
第

百
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
株
券
発
行
会
社
を
い
う
。
）
が
株
券
を
発
行

百
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
株
券
発
行
会
社
を
い
う
。
）
が
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
し
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
法
第
百
三
十
三

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
し
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
法
第
百
三
十
三

条
第
二
項
の
加
入
者
の
口
座
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
株
式
に
係
る
株
券

条
第
二
項
の
加
入
者
の
口
座
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
株
式
に
係
る
株
券

及
び
当
該
廃
止
の
日
の
前
に
当
該
株
式
を
取
得
し
、
又
は
当
該
株
式
を
目
的

及
び
当
該
廃
止
の
日
の
前
に
当
該
株
式
を
取
得
し
、
又
は
当
該
株
式
を
目
的

と
す
る
質
権
の
設
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
て
請
求
し
た

と
す
る
質
権
の
設
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
て
請
求
し
た

場
合

場
合

（
投
資
口
に
関
す
る
株
式
に
係
る
規
定
の
準
用
）

（
投
資
口
に
関
す
る
株
式
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
四
十
六
条

第
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

第
四
十
六
条

第
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
三
十
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に

す
る
法
第
百
三
十
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に

つ
い
て
、
第
十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

つ
い
て
、
第
十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て

る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て

、
第
十
三
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八

、
第
十
三
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
投

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
投
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資
法
人
に
準
ず
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
四
条

資
法
人
に
準
ず
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
四
条

（
第
一
号
及
び
第
七
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十

（
第
一
号
及
び
第
七
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十

八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資

八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資

主
又
は
登
録
投
資
口
質
権
者
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

主
又
は
登
録
投
資
口
質
権
者
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

に
つ
い
て
、
第
十
五
条
（
第
一
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

に
つ
い
て
、
第
十
五
条
（
第
一
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条

定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
十
六
条

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
十
六
条

（
第
一
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八

（
第
一
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省

令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
第
十
七
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項

令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
第
十
七
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い

る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

に
つ
い
て
、
第
十
九
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

に
つ
い
て
、
第
十
九
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

す
る
法
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
、
第
二
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準

に
つ
い
て
、
第
二
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
出
に
つ
い
て
、
第
二

用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
出
に
つ
い
て
、
第
二

十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五

十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五

十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
三

十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
三

条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

五
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
通
知
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定

五
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
通
知
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定

は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
七
項

は
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
七
項

に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
規
定
は
法

に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
規
定
は
法
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第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規

第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場

定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は

合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
第
二
号

株
券
発
行
会
社
（
会
社

法
第
二
百
二
十
八
条
第

第
十
八
条
第
二
号

株
券
発
行
会
社
（
会
社

法
第
二
百
二
十
八
条
第

法
第
百
十
七
条
第
七
項

一
項
に
お
い
て
読
み
替

法
第
百
十
七
条
第
六
項

一
項
に
お
い
て
読
み
替

に
規
定
す
る
株
券
発
行

え
て
準
用
す
る
法
第
百

に
規
定
す
る
株
券
発
行

え
て
準
用
す
る
法
第
百

会
社
を
い
う
。
）
が
株

三
十
一
条
第
一
項
第
一

会
社
を
い
う
。
）
が
株

三
十
一
条
第
一
項
第
一

券
を
発
行
す
る
旨
の
定

号
の
一
定
の
日

券
を
発
行
す
る
旨
の
定

号
の
一
定
の
日

款
の
定
め
を
廃
止
し
た

款
の
定
め
を
廃
止
し
た

日

日

廃
止
の
日

一
定
の
日

廃
止
の
日

一
定
の
日

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
株
式
に
係
る
規
定
の
準
用
）

（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
株
式
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
四
十
七
条

第
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

第
四
十
七
条

第
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
三
十
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に

す
る
法
第
百
三
十
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
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つ
い
て
、
第
十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

つ
い
て
、
第
十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て

る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て

、
第
十
三
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五

、
第
十
三
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
協

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
協

同
組
織
金
融
機
関
に
準
ず
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、

同
組
織
金
融
機
関
に
準
ず
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、

第
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
七
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第

第
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
七
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第

二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定

二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
優
先
出
資
者
又
は
登
録
優
先
出
資
質
権
者
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
主
務
省

す
る
優
先
出
資
者
又
は
登
録
優
先
出
資
質
権
者
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
（
第
一
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分

令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
（
第
一
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

百
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

、
第
十
六
条
（
第
一
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第

、
第
十
六
条
（
第
一
号
及
び
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第

二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定

二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
第
十
七
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
第
十
七
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十

五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務

五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務

省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第

省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
十
九
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に

定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
十
九
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項

定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
出
に
つ

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
出
に
つ

い
て
、
第
二
十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

い
て
、
第
二
十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

る
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
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、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
通
知
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第

す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
通
知
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第

二
項
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十

二
項
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十

一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条

一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条

の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
二
条

の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
二
十
六
条
の
規

第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
二
十
六
条
の
規

定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
九
条
第
二

定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
九
条
第
二

項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ

項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字

の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
第
二
号

株
券
発
行
会
社
（
会
社

優
先
出
資
証
券
発
行
協

第
十
八
条
第
二
号

株
券
発
行
会
社
（
会
社

優
先
出
資
証
券
発
行
協

法
第
百
十
七
条
第
七
項

同
組
織
金
融
機
関
（
優

法
第
百
十
七
条
第
六
項

同
組
織
金
融
機
関
（
優

に
規
定
す
る
株
券
発
行

先
出
資
に
係
る
優
先
出

に
規
定
す
る
株
券
発
行

先
出
資
に
係
る
優
先
出

会
社
を
い
う
。
）

資
証
券
を
発
行
す
る
旨

会
社
を
い
う
。
）

資
証
券
を
発
行
す
る
旨

を
定
款
で
定
め
た
協
同

を
定
款
で
定
め
た
協
同

組
織
金
融
機
関
を
い
う

組
織
金
融
機
関
を
い
う

。
）

。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
特
定
目
的
会
社
の
優
先
出
資
に
関
す
る
株
式
に
係
る
規
定
の
準
用
）

（
特
定
目
的
会
社
の
優
先
出
資
に
関
す
る
株
式
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
四
十
八
条

第
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

第
四
十
八
条

第
十
一
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
三
十
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に

す
る
法
第
百
三
十
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に

つ
い
て
、
第
十
五
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百

つ
い
て
、
第
十
五
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百

三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規

三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規

定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
十
六
条
（
第
一
号
に
係
る
部

定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
十
六
条
（
第
一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
第
十

第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
、
第
十

七
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十

七
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
の

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
の

規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第

規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
三
条
第

二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
一
条
の
規
定

二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
一
条
の
規
定

は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
二
項

は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
申
出
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十

第
一
号
に
規
定
す
る
申
出
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十

九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務

九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務

省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
二
百
三

省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
二
百
三

十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
通

十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
通

知
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に

知
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い

事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
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掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る

掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
第
二
号

株
券
発
行
会
社
（
会
社

法
第
二
百
三
十
九
条
に

第
十
八
条
第
二
号

株
券
発
行
会
社
（
会
社

法
第
二
百
三
十
九
条
に

法
第
百
十
七
条
第
七
項

お
い
て
読
み
替
え
て
準

法
第
百
十
七
条
第
六
項

お
い
て
読
み
替
え
て
準

に
規
定
す
る
株
券
発
行

用
す
る
法
第
百
三
十
一

に
規
定
す
る
株
券
発
行

用
す
る
法
第
百
三
十
一

会
社
を
い
う
。
）
が
株

条
第
一
項
第
一
号
の
一

会
社
を
い
う
。
）
が
株

条
第
一
項
第
一
号
の
一

券
を
発
行
す
る
旨
の
定

定
の
日

券
を
発
行
す
る
旨
の
定

定
の
日

款
の
定
め
を
廃
止
し
た

款
の
定
め
を
廃
止
し
た

日

日

廃
止
の
日

一
定
の
日

廃
止
の
日

一
定
の
日

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
事
項
の
証
明
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
利

（
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
事
項
の
証
明
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
利

害
関
係
者
）

害
関
係
者
）

第
六
十
一
条

令
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
も

第
六
十
一
条

令
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）
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五

当
該
口
座
の
質
権
欄
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
振
替
株
式
等
の
株

五

当
該
口
座
の
質
権
欄
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
振
替
株
式
等
の
株

主
、
投
資
主
、
優
先
出
資
者
又
は
優
先
出
資
社
員
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
七

主
、
投
資
主
、
優
先
出
資
者
又
は
優
先
出
資
社
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

号
に
お
い
て
「
株
主
等
」
と
い
う
。
）
（
当
該
株
主
等
が
、
当
該
株
主
等
に

「
株
主
等
」
と
い
う
。
）
（
当
該
株
主
等
が
、
当
該
株
主
等
に
つ
い
て
の
当

つ
い
て
の
当
該
振
替
株
式
等
に
係
る
事
項
の
み
に
関
す
る
情
報
提
供
請
求
を

該
振
替
株
式
等
に
係
る
事
項
の
み
に
関
す
る
情
報
提
供
請
求
を
す
る
場
合
に

す
る
場
合
に
限
る
。
）

限
る
。
）

六

（
略
）

六

（
略
）

七

法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
（
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
百
三

（
新
設
）

十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
五
十
九
条

第
一
項
、
第
二
百
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
買
取
口
座
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
振
替
株
式
等
に
つ
い
て
、

当
該
買
取
口
座
を
振
替
先
口
座
と
す
る
振
替
の
申
請
を
し
た
振
替
株
式
等
の

株
主
等
（
当
該
株
主
等
が
、
当
該
株
主
等
に
つ
い
て
の
当
該
振
替
株
式
等
に

係
る
事
項
の
み
に
関
す
る
情
報
提
供
請
求
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）


